
　「公式チケット販売サイトと間違えて、チケット転売仲介サイトからチケットを購入してしまった」「入場できな
いおそれのある転売禁止のチケットを購入してしまった」など、コンサートやスポーツなどの興行チケットのイン
ターネットにおける転売に関する相談が増えています。
　チケット転売仲介サイトでは、チケットの価格や手数料が高額であったり、転売禁止のチケットだと気付かず
に購入したりした場合に、キャンセルしたくてもできないケースがあります。
　チケットを購入するときは、公式チケット販売サイトかどうか、チケットの価格や手数料が高額でないか、キャン
セルに関するルールなどを十分に確認してから購入しましょう。
　また、チケットによっては、第三者への譲渡、転売などを禁止している場合や、入場時に公式チケット販売サ
イトからの購入者であることの本人確認が必要な場合もあります。これらの場合、転売チケットは無効と判断さ
れたり、入場時に本人確認ができないために入場を拒否されたりすることがあります。
　転売チケットを購入するときは、主催者側の規約で第三者への譲渡や転売が禁止されていないかを確認しま
しょう。

チケット転売に関するトラブルに注意しましょう今回のポイント
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商工観光課からお知らせ
マル福カードポイント発行を終了
　12月31日でマル福カードのポイント発行を終
了します。
　ポイントが全て貯まった満点カードは有効期
限までに使用してください。
　また、10月1日から終了に伴うキャンペーンを
実施しています。
　詳しくはホームページまたは加盟店に
掲示しているポスターをご覧ください。

問�マル福カード事業協同組合事務局
　☎（581）3611　5（581）3709

　　

自転車購入補助金を実施
　市内登録店舗で4月1日以降に自転車を購入し
た人に最大15,000円の補助を実施しています。
　対象となる自転車や申請の条件、市内の登録自
転車店など、詳しくは市ホームページをご覧いた
だくか、下記へお問い合わせください。

問�地域振興・交通政策課
　☎�（582）1165　5（583）0539

秋からの自転車ライフに
ぜひ活用してください。
予算には限りがあるので、
申請は早めにお願いします

ホームページ
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